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午前・午後 ９時５０分 

東郷町議会議長 柘植 三良 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 12 番  氏名 箕 浦 克 巳 ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問したいので通告します。  

記  

                            №１－１    

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

１介護保険制度に

ついて  

 

 

 

 

 

 

 来年 4 月に施行される地域医療・介護総合

確保維持法により、介護保険のサービス提供

体制や利用者負担などが見直される。住民の

生活にどのような影響が出るか伺う。  

(1)要支援者向けの訪問介護と通所介護のサー

ビスについて  

(2)特別養護老人ホームの入所基準について  

(3)利用者負担の引上げで影響を受ける人数に

ついて  

(4)第 6 期高齢者福祉計画の進捗状況について  

 

 

町長  

 

担当部長  

 

 

 

 

２子ども子育て支

援新制度につい

て  

来年度から始まる子ども子育て支援新制度

について確認したい。平成 24 年 8 月に成立し

た子ども子育て関連 3 法に基づく制度により、

東郷町の子育て環境がどのように変わるか伺

う。  

(1)保育の見込み量及び確保量について  

(2)保育の必要性の事由について  

(3)保育時間の認定について  

(4)入所の優先順について  

(5)その他の変更点について  

(6)保育料について  

 

 

町長  

 

担当部長  

 

 

３タブレット端末

の活用について  

民間企業で活用が進むタブレット端末の活

用について本町は遅れていないか。活用によ

ってペーパーレスシステムが構築でき、行政

コスト削減や地球資源保護に貢献できるもの

と考える。現状と取組みについて伺う。  

(1) タブレット端末の活用について  

(2) 本町の活用状況について  

(3) 議会提出資料などについて  

(4) 今後の導入について  

 

 

町長  

 

担当部長  

 


